
 

事例１０ ㈱肥後銀行及び㈱鹿児島銀行による共同株式移転 

 

第１ 本件の概要 

本件は，それぞれ銀行業を営む株式会社肥後銀行（法人番号2330001001532）（以下

「肥後銀行」といい，肥後銀行とその子会社を併せて「肥後銀行グループ」という。）

と株式会社鹿児島銀行（法人番号7340001000826）（以下「鹿児島銀行」といい，鹿児

島銀行とその子会社を併せて「鹿児島銀行グループ」という。また，肥後銀行グループ

と鹿児島銀行グループを併せて「当事会社」という。）が，共同株式移転の方法によ

り，両者の事業を統合すること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１５条の３である。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 役務の範囲 

銀行業務は，預金業務，貸出業務及び為替業務の３つが主な業務であり，当事会社

は，いずれもこれらの銀行業務を営んでいる。このうち，本件では，当事会社の主要な

業務である預金業務及び貸出業務について検討している。 

預金業務とは，預金者から金銭を受け入れ，これを管理・保管する業務をいい，貸出

業務とは，企業や個人に資金を貸し出す業務をいう。 

本件では，「預金業務」及び「貸出業務」をそれぞれ商品範囲として画定1した。預

金業務及び貸出業務は，信用金庫，信用組合等の銀行以外の他の金融機関も行っている

が，これらの金融機関においては銀行に比べて事業活動の制限があること等も踏まえ，

本件においては都市銀行及び地域銀行が行う預金業務及び貸金業務を対象に検討を行

い，銀行以外の他の金融機関については，必要に応じて隣接市場からの競争圧力として

考慮した。 

 

２ 地理的範囲 

預金業務及び貸出業務ともに，当事会社の主な営業地域は熊本県又は鹿児島県である

ところ，当事会社によれば，当事会社と取引関係のある需要者は当事会社の店舗が所在

する市町村に居住する個人や所在する法人が多く，また，当事会社も地域に密着して営

業活動を行っている実態にあることから，本件では，「市町村」ごとに地理的範囲を画

定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 一定の取引分野ごとのセーフハーバー基準の該当性 

(1) 水平型企業結合 

                            
1 当事会社は，為替業務，投資信託販売業務，総合リース・割賦販売業等を営むが，これらの業務は，預金業務

及び貸出業務に付随した取引であり，預金業務及び貸出業務の競争に与える影響を審査することにより，これら

の業務についても競争に与える影響を判断できるものと考える。 
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上記第２で画定した各一定の取引分野について，当事会社が競合している市町村の

うち，福岡市，熊本市及び宮崎市においては預金業務及び貸出業務ともに，鹿児島県

乙市においては預金業務のみＨＨＩの増分が１５０以下であることから，水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当する。 

他方で，熊本県甲市及び鹿児島県乙市においては，下記のとおり，貸出業務に係る

ＨＨＩが，それぞれ約４，７００及び約３，７００であり，ＨＨＩの増分がそれぞ

れ１５０を超え，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないことから，下

記２で検討する。 

なお，当事会社が主に事業を営む熊本県と鹿児島県の県境の市町村について，当事

会社の支店の有無で水平関係の有無を検討すると，当事会社間の水平関係は確認でき

ないが，鹿児島県丙市に所在する鹿児島銀行の支店が，隣接する熊本県甲市に所在す

る法人に対して営業活動を行っており，一定の貸出実績があることが認められたこと

から，熊本県甲市における銀行の貸出業務については当事会社間に水平関係があるも

のとして検討することとした。 

 

(2) 混合型企業結合（地域拡大） 

上記第２で画定した各一定の取引分野について，肥後銀行又は鹿児島銀行のうちい

ずれか一方のみが店舗を設置して営業活動を行っている市町村は７４地域存在し，こ

のうち，２市においては預金業務及び貸出業務の市場シェアが，それぞれ１０％以下

であることから，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

他方で，７４地域のうち６９市町においては，預金業務及び貸出業務の市場シェア

が２５％を超え，また，１市においては貸出業務のＨＨＩが約２，８００，市場シェア

が１０％超であることから，いずれも混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当し

ない。したがって，下記２で検討する（なお，同１市の預金業務については，市場シェ

アが１０％以下であることから，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当してい

る。）。また，２市については，市場シェアが不明であることから，混合型企業結合の

セーフハーバー基準に該当しないものとして，下記２で検討する（下記２で判断要素

の検討を行う７２市町を以下「７２市町」という。）。 

 

２ 判断要素の検討 

以下では，水平型企業結合及び混合型企業結合をまとめて検討する。水平関係で競合

している地域のうち水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないため検討を行っ

た地域（熊本県甲市及び鹿児島県乙市）は，地元となる当事会社どちらか一方の市場シ

ェアがある程度高いことから，水平型企業結合のセーフハーバー基準非該当となった。

しかし，当該地域を地元としない他方の銀行の市場シェアは僅少であり，ＨＨＩの増分

も大きくないことから，水平関係にはあるものの，本件行為が競争に与える影響は軽微

であると考えられる。本件統合の性格・競争分析の中心は，混合型企業結合（地域拡大）

である。 
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(1) 競争者の状況 

ア熊本県甲市（水平型企業結合） 

熊本県甲市においては，下表のとおり，一定程度のシェアを持つ第二地方銀行で

あるＡ社及びＢ社が店舗を設置して活発な営業活動を行っている。また，統合によ

るシェアの変動は僅少である。 

 

【熊本県甲市における銀行の貸出業務シェア及び店舗数】 

貸出業務 
金融機関名 店舗数 

順位 市場シェア 

１ 約６５％ 肥後銀行 ２ 

２ 約２０％ Ａ社 １ 

３ 約１５％ Ｂ社 １ 

４ ０－５％ 鹿児島銀行 － 

合計 １００％ － ４ 

 

イ鹿児島県乙市（水平型企業結合） 

鹿児島県乙市においては，下表のとおり，一定程度のシェアを持つＢ社等の第二

地方銀行，Ｃ社等の地方銀行及びＥ社等の都市銀行が店舗を設置して活発な営業活

動を行っている。また，統合によるシェアの変動は僅少である。 

 

【鹿児島県乙市における銀行の貸出業務シェア及び店舗数】 

貸出業務 
金融機関名 店舗数 

順位 市場シェア 

１ 約５５％ 鹿児島銀行 ４６ 

２ 約１５％ Ｂ社 ２６ 

３ 約５％ Ｃ社 １ 

４ 約５％ Ｄ社 ２ 

５ 約５％ Ｅ社 １ 

６ ０－５％ Ｆ社 １ 

７ ０－５％ Ｇ社 １ 

８ ０－５％ 肥後銀行 １ 

その他 ０－５％ － － 

合計 １００％ － ８２以上 

 

ウ７２市町（混合型企業結合〔地域拡大〕） 

７２市町のうち，５０市町においては，Ａ社，Ｂ社等の第二地方銀行等が店舗を

3



 

設置して営業活動を行っている。 

 

エ小括 

以上から，熊本県甲市，鹿児島県乙市及び５０市町においては，従来から当事会

社以外に複数の銀行における競争が行われており，また，特に水平型企業結合とな

る熊本県甲市及び鹿児島県乙市ではシェアの変動は僅少であり有力な競争事業者の

存在も認められる。このように，本件行為後も他の銀行からの競争圧力が一定程度

働くものと考えられる。 

 

(2) 参入 

銀行が支店等の店舗を開設する場合は，金融庁へ届出を行えば自由に開設すること

が可能であり，この支店等の開設に特段地理的な制約は設けられていないことから，

銀行が望めば支店等を開設することができる。近年では，人口の増加が見込まれる等

の理由により，従来店舗を開設していなかった熊本県や鹿児島県の市町村に新規参入

した競争事業者の例がある。 

したがって，上記のような事情が存在する地域については，当事会社以外の銀行か

らの参入圧力が一定程度働いているものと考えられる。 

 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

ア銀行以外の他の金融機関からの競争圧力 

熊本県甲市，鹿児島県乙市及び７２市町のうち，ほとんど全ての地域において

は，信用金庫や信用組合等の金融機関が店舗を設置して，預金業務及び貸出業務を

営んでいるが， 信用金庫や信用組合等の金融機関は，銀行と比較して業務を行え

る範囲に制限がある等の事情があると考えられることから，銀行以外の他の金融機

関からの競争圧力は限定的であると考えられる。 

 

イ地理的隣接市場からの競争圧力 

混合型企業結合のセーフハーバーに該当しない地域の中には，当事会社のほかに

有力な金融機関が存在しない地域がある（なお，水平型企業結合の地域について

は，上記１で述べたとおり，当事会社以外に複数の銀行における活発な競争が行わ

れている。）。しかし，当事会社によると，当該地域については，店舗が設置され

ている市町村に所在する需要者でなくても，「交通の便が良い」，「通勤・通学先

に近い」等の理由により，隣接する市町村等に設置されている店舗を利用するとの

ことであり，市町村を超えた営業活動が行われることもある。 

したがって，このような事情が存在する地域においては，地理的隣接市場からの

競争圧力が一定程度働いていると考えられる。 

 

(4) 混合型企業結合（地域拡大） 

4



 

混合型企業結合（地域拡大）に関して，過去１０年において，肥後銀行による鹿児島

県への新規出店及び鹿児島銀行の熊本県への新規出店はなく，また具体的な計画もな

かったため，当事会社相互間における潜在的競争者としての競争圧力はないものと考

えられる。 

 

(5) 小括 

以上の事情を考慮すれば，本件行為を機に，当事会社が，熊本県甲市，鹿児島県乙

市及び７２市町において，単独行動又は協調的行動により，貸出の金利条件等をある

程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはないものと考えられる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 

 

 

  

5


